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公 募 型 プ ロ ポ ー ザ ル の 実 施 に つ い て （ 公 告 ）  

 新 潟 県 柏 崎 市 プ ロ ポ ー ザ ル 方 式 実 施 取 扱 要 綱 に 基 づ き 、 公 募 型 プ ロ

ポ ー ザ ル を 実 施 す る こ と と さ れ た の で 、 次 の と お り 公 告 す る 。  

  令 和 ８ 年 （ ２ ０ ２ ６ 年 ） 年 ６ 月 １ ２ 日  

 

柏 崎 市 副 市 長  西  巻  康  之     

 

 

 

１  業 務 概 要  

 ⑴  業 務 名  柏 崎 市 都 市 計 画 マ ス タ ー プ ラ ン 及 び 柏 崎 市 立 地 適 正 化

計 画 見 直 し 支 援 業 務 委 託  

⑵  業 務 内 容  別 紙 仕 様 書 の と お り  

⑶  履 行 期 限  令 和 ９ 年 （ ２ ０ ２ ７ 年 ） ３ 月 ２ ５ 日  

⑷  業 務 の 対 象 範 囲  柏 崎 都 市 計 画 区 域  

⑸  提 案 限 度 額  

合 計 ８ ,０ ０ ８ ,０ ０ ０ 円（ 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 相 当 額 を 含 む 。） 

本 業 務 は ２ か 年 を 予 定 し て い る 。上 記 提 案 限 度 額 は 、令 和 ８（ ２

０ ２ ６ ） 年 度 分 で あ り 、 令 和 ９ 年 度 （ ２ ０ ２ ７ 年 度 ） の 業 務 内 容

を 含 ん で い な い 。 令 和 ９ 年 度 （ ２ ０ ２ ７ 年 度 ） の 市 及 び 国 の 予 算

が 確 保 で き た 場 合 か つ 本 業 務 の 成 果 が 良 好 で あ る と 判 断 し た 場

合 に 限 り 、 随 意 契 約 に よ る 継 続 委 託 を 行 う 。 よ っ て 、 令 和 ９ 年 度

（ ２ ０ ２ ７ 年 度 ） の 契 約 を 確 約 す る も の で は な い 。  

な お 、 各 業 務 の 提 案 限 度 額 は 次 の と お り と す る 。  

（ 単 位 ： 円 ）  
都 市 計 画  

マ ス タ ー プ ラ ン  立 地 適 正 化 計 画  合 計  

３ ,８ ３ ９ ,０ ０ ０  ４ ,１ ６ ９ ,０ ０ ０  ８ ,０ ０ ８ ,０ ０ ０  

⑹  業 務 の 目 的  

  本 業 務 は 、 人 口 減 少 ・ 少 子 高 齢 化 の 進 行 、 社 会 経 済 情 勢 の 変 化

及 び 多 様 化 す る 市 民 ニ ー ズ 等 を 踏 ま え 、 柏 崎 市 の 持 続 可 能 で 魅 力

あ る 都 市 づ く り を 推 進 す る た め 、「 柏 崎 市 都 市 計 画 マ ス タ ー プ ラ ン
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（ 平 成 ２ ２（ ２ ０ １ ０ ）年 ３ 月 策 定 ）」及 び「 柏 崎 市 立 地 適 正 化 計

画（ 令 和 ４（ ２ ０ ２ ２ ）年 ３ 月 策 定 ）」の 見 直 し を 行 い 、時 代 に 即

し た 都 市 計 画 の 方 針 を 策 定 す る こ と を 目 的 と す る 。  

２  参 加 資 格  

  本 プ ロ ポ ー ザ ル に 参 加 し よ う と す る 者 は 、 次 に 掲 げ る 全 て の 要 件

を 満 た し て い な け れ ば な ら な い 。  

 ⑴  地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 ２ ２ 年 政 令 第 １ ６ 号 ） 第 １ ６ ７ 条 の ４

の 規 定 に 該 当 す る 者 で な い こ と 。  

⑵  参 加 意 向 申 出 書 提 出 期 限 か ら 契 約 締 結 ま で の 間 に 柏 崎 市 建 設 工

事 請 負 業 者 等 指 名 停 止 措 置 要 領 及 び 柏 崎 市 物 品 調 達 に 係 る 業 者 等

指 名 停 止 措 置 要 領 の 規 定 に よ る 停 止 措 置 を 受 け て い な い こ と 。  

⑶  次 の ア か ら キ ま で の い ず れ に も 該 当 し な い 者 で あ る こ と 。  

  ア  暴 力 団（ 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律（ 平

成 ３ 年 法 律 第 ７ ７ 号 ） 第 ２ 条 第 ２ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 を い う 。

以 下 同 じ 。）又 は 暴 力 団 員（ 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等

に 関 す る 法 律 第 ２ 条 第 ６ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 員 を い う 。 以 下 同

じ 。） が 経 営 に 実 質 的 に 関 与 し て い る と 認 め ら れ る 者  

イ  自 己 若 し く は 第 三 者 の 不 正 の 利 益 を 図 る 目 的 又 は 第 三 者 に  

損 害 を 加 え る 目 的 を も っ て 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 を 利 用 し て い

る と 認 め ら れ る 者  

ウ  暴 力 団 員 で あ る と 認 め ら れ る 者  

エ  暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 に 対 し て 資 金 等 を 供 給 し 、 又 は 便 宜 を 供

与 す る 等 直 接 的 若 し く は 積 極 的 に 暴 力 団 の 維 持 若 し く は 運 営 に

協 力 し 、 又 は 関 与 し て い る と 認 め ら れ る 者  

オ  暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 と 社 会 的 に 非 難 さ れ る べ き 関 係 を 有 す  

る と 認 め ら れ る 者  

カ  法 人 で あ っ て 、 そ の 役 員 （ そ の 支 店 又 は 営 業 所 の 代 表 者 を 含

む 。キ に お い て 同 じ 。）が 、自 己 、自 社 若 し く は 第 三 者 の 不 正 の

利 益 を 図 る 目 的 又 は 第 三 者 に 損 害 を 加 え る 目 的 を も っ て 、 暴 力

団 又 は 暴 力 団 員 を 利 用 し て い る と 認 め ら れ る も の  

キ  法 人 で あ っ て 、 そ の 役 員 の う ち に ウ か ら オ ま で の い ず れ か に

該 当 す る 者 が あ る も の  
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⑷  会 社 更 生 法 （ 平 成 １ ４ 年 法 律 第 １ ５ ４ 号 ） 又 は 同 法 に よ る 廃 止

前 の 会 社 更 生 法 （ 昭 和 ２ ７ 年 法 律 第 １ ７ ２ 号 ） の 適 用 申 請 を し た

者 （ 更 正 計 画 の 認 可 を 受 け た 者 を 除 く 。） で な い こ と 。  

⑸  民 事 再 生 法 （ 平 成 １ １ 年 法 律 第 ２ ２ ５ 号 ） の 適 用 申 請 を し た 者

（ 再 生 計 画 の 認 可 を 受 け た 者 を 除 く 。） で な い こ と 。  

⑹  国 税 及 び 地 方 税 を 滞 納 し て い な い こ と 。  

⑺  本 プ ロ ポ ー ザ ル の 参 加 意 向 申 出 書 提 出 時 点 に お い て 、令 和 ７（ ２

０ ２ ５ ）・令 和 ８（ ２ ０ ２ ６ ）年 度 柏 崎 市 入 札 参 加 資 格 者 名 簿（ 都

市 計 画 及 び 地 方 計 画 ） に 登 載 さ れ て い る こ と 。  

⑻  管 理 技 術 者 及 び 照 査 技 術 者 は 、 本 業 務 を 遂 行 す る 上 で 技 術 上 の

管 理 を 行 う に 必 要 な 能 力 と 経 験 を 有 す る 技 術 者 で 、 技 術 士 総 合 技

術 監 理 部 門 （ 建 設 -都 市 及 び 地 方 計 画 ）、 技 術 士 建 設 部 門 （ 都 市 及

び 地 方 計 画 ）又 は RCCM（ 都 市 計 画 及 び 地 方 計 画 部 門 ）の 資 格 を 有

す る も の で あ る こ と 。 ま た 、 管 理 技 術 者 と 照 査 技 術 者 は 、 兼 ね る

こ と は で き な い 。  

⑼  管 理 技 術 者 は 、 令 和 ３ 年 （ ２ ０ ２ １ 年 ） 以 降 に 管 理 技 術 者 と し

て 同 種 ・ 類 似 業 務 実 績 （ 同 種 業 務 ： 立 地 適 正 化 計 画 、 市 町 村 都 市

計 画 マ ス タ ー プ ラ ン 、 類 似 業 務 ： 都 市 計 画 や ま ち づ く り に 関 す る

基 本 計 画 な ど の 作 成 ・ 見 直 し 検 討 業 務 （ 都 市 計 画 区 域 マ ス タ ー プ

ラ ン 、 市 町 村 総 合 計 画 、 地 域 公 共 交 通 計 画 、 中 心 市 街 地 活 性 化 基

本 計 画 等 ）） が あ る こ と 。  

３  受 託 候 補 者 を 特 定 す る た め の 評 価 基 準  

 ⑴  参 加 表 明 者 の 経 験 及 び 能 力  

 ⑵  配 置 予 定 技 術 者 の 経 験 及 び 能 力 、 手 持 ち 業 務 の 状 況  

   配 置 予 定 の 技 術 者 の 資 格 、 同 種 又 は 類 似 業 務 の 実 績  

 ⑶  当 該 業 務 の 実 施 体 制  

 ⑷  業 務 の 実 施 方 針 、 実 施 フ ロ ー 、 工 程 表 そ の 他  

   業 務 の 理 解 度 、 実 施 方 針 の 妥 当 性 、 実 施 手 順 及 び 工 程 表 の 妥 当

性  

 ⑸  特 定 テ ー マ に 関 す る 技 術 提 案  

４  担 当 部 署 及 び 問 合 せ 先  

〒 ９ ４ ５ － ８ ５ １ １  
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新 潟 県 柏 崎 市 日 石 町 ２ 番 １ 号    

柏 崎 市  都 市 整 備 部  都 市 計 画 課  都 市 計 画 係  

  電 話 番 号  ０ ２ ５ ７ － ２ １ － ２ ４ ５ ９ （ 直 通 ）  

  Ｆ Ａ Ｘ番 号  ０ ２ ５ ７ － ２ ３ － ５ １ １ ６  

メ ー ル ア ド レ ス :toshikeikak u@city. k ashiwazak i.lg.jp  

５  プ ロ ポ ー ザ ル 実 施 日 程  

内 容  実 施 日 又 は 期 限  

公 告  令 和 ８ 年（ ２ ０ ２ ６ 年 ）６ 月 １ ２ 日（ 金 ） 

質 問 書 の 提 出  令 和 ８ 年（ ２ ０ ２ ６ 年 ）６ 月 １ ９ 日（ 金 ） 

午 後 ４ 時 ま で  

質 問 に 対 す る 回 答  令 和 ８ 年（ ２ ０ ２ ６ 年 ）６ 月 ２ ４ 日（ 水 ） 

参 加 意 向 申 出 書 及 び １ 次 審

査 書 類 の 提 出  

令 和 ８ 年（ ２ ０ ２ ６ 年 ）６ 月 ２ ９ 日（ 月 ） 

午 後 ４ 時 ま で  

参 加 資 格 審 査 及 び １ 次 審 査

の 結 果 通 知  

令 和 ８ 年（ ２ ０ ２ ６ 年 ）６ 月 ３ ０ 日（ 火 ） 

技 術 提 案 書 等 の 提 出  令 和 ８ 年（ ２ ０ ２ ６ 年 ）７ 月 ２ １ 日（ 火 ）

午 後 ４ 時 ま で  

２ 次 審 査  

（ 技 術 提 案 書 等 の 審 査 ）  

令 和 ８ 年（ ２ ０ ２ ６ 年 ）７ 月 ２ ３ 日（ 木 ） 

審 査 結 果 の 通 知  令 和 ８ 年（ ２ ０ ２ ６ 年 ）７ 月 ２ ４ 日（ 金 ） 

６  質 問 及 び 回 答  

 ⑴  質 問 書 の 提 出  

  ア  提 出 期 限  令 和 ８ 年 （ ２ ０ ２ ６ 年 ） ６ 月 １ ９ 日 （ 金 ）  

午 後 ４ 時 必 着  

  イ  提 出 方 法  電 子 メ ー ル 、 フ ァ ク ス 又 は 郵 送 で 担 当 部 署 に 提 出

す る と と も に 、 電 話 に よ る 連 絡 を 要 す 。  

  ウ  提 出 様 式  指 定 様 式 （ 別 記 第 ２ 号 様 式 ） を 用 い る こ と 。  

⑵  質 問 に 対 す る 回 答  

   令 和 ８ 年 （ ２ ０ ２ ６ 年 ） ６ 月 ２ ４ 日 （ 水 ） 午 後 ５ 時 ま で に 質 問

者 に 回 答 す る と と も に 、 当 該 内 容 を ホ ー ム ペ ー ジ で 掲 載 す る 。  

７  参 加 意 向 申 出 書 及 び １ 次 審 査 書 類 の 提 出  
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 ⑴  提 出 期 限  令 和 ８ 年 （ ２ ０ ２ ６ 年 ） ６ 月 ２ ９ 日 （ 月 ）  

午 後 ４ 時 必 着  

⑵  提 出 書 類  

  ア  参 加 意 向 申 出 書 兼 誓 約 書 （ 別 記 第 1 号 様 式 ）  

  イ  １ 次 審 査 書 類  

  （ ア ）  参 加 意 向 申 出 者 の 同 種 ・ 類 似 業 務 実 績 書 （ 別 記 第 ３ 号 様

式 ）  

  （ イ ） 管 理 技 術 者 等 の 同 種・類 似 業 務 実 績 書（ 別 記 第 ４ 号 様 式 ）  

     ※ 資 格 証 明 書 の 写 し を 添 付  

  （ ウ ）  業 務 推 進 体 制 （ 任 意 様 式 ）  

⑶  提 出 方 法  

  ア  持 参 す る 場 合  

    提 出 期 限 ま で （ 新 潟 県 柏 崎 市 の 休 日 を 定 め る 条 例 （ 平 成 元 年

条 例 第 ３ １ 号 ） 第 １ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 休 日 （ 以 下 「 休 日 」 と

い う 。） を 除 く 。） の 各 日 午 前 ８ 時 ３ ０ 分 か ら 午 後 ４ 時 ０ ０ 分 ま

で に 提 出 す る こ と 。  

  イ  郵 送 す る 場 合  

    提 出 期 限 必 着 と し 、 表 面 に 「 柏 崎 市 都 市 計 画 マ ス タ ー プ ラ ン

及 び 柏 崎 市 立 地 適 正 化 計 画 見 直 し 支 援 業 務 委 託 公 募 型 プ ロ ポ ー

ザ ル 参 加 意 向 申 出 書 等 在 中 」 と 朱 書 き す る こ と 。  

 ⑷  提 出 部 数  

   正 本 １ 部 、 副 本 １ 部  

 ⑸  １ 次 審 査  

   提 出 さ れ た ⑵ イ の １ 次 審 査 書 類 に つ い て 、 書 類 の 審 査 及 び 評 価

（ 以 下「 審 査 等 」と い う 。）は 、柏 崎 市 都 市 計 画 マ ス タ ー プ ラ ン 及

び 柏 崎 市 立 地 適 正 化 計 画 見 直 し 支 援 業 務 委 託 公 募 型 プ ロ ポ ー ザ

ル 選 定 委 員 会（ 以 下「 選 定 委 員 会 」と い う 。）に お い て 、技 術 提 案

書 要 請 者 を ５ 者 程 度 選 定 す る 。 た だ し 、 参 加 意 向 申 出 書 を 提 出 し

た 者 が ５ 者 に 満 た な い 場 合 は 、 １ 次 審 査 を 省 略 す る 。  

 ア  評 価 基 準  別 表 １ 評 価 基 準 の と お り  

  イ  評 価 方 法  

提 出 さ れ た ⑵ イ の １ 次 審 査 書 類 に つ い て 、評 価 基 準 に 基 づ き 、
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選 定 委 員 会 の 各 委 員 が 審 査 等 を 行 う 。  

８  参 加 資 格 審 査 及 び １ 次 審 査 の 結 果 通 知  

  参 加 資 格 審 査 及 び １ 次 審 査 の 結 果 を 提 出 者 全 員 に 通 知 す る 。 本 プ

ロ ポ ー ザ ル へ の 参 加 が 認 め ら れ た 者 に は 、 当 該 結 果 通 知 書 に 技 術 提

案 書 等 の 提 出 要 請 書 を 同 封 す る 。  

９  技 術 提 案 書 等 の 提 出  

  技 術 提 案 書 等 の 提 出 を 要 請 さ れ た 者 は 、 次 の と お り 提 出 書 類 を 担

当 部 署 へ 提 出 す る こ と 。 提 出 期 限 ま で に 提 出 が な い 場 合 は 、 辞 退 し

た こ と と み な す 。  

 ⑴  提 出 期 限  令 和 ８ 年 （ ２ ０ ２ ６ 年 ） ７ 月 ２ １ 日 （ 火 ）  

午 後 ４ 時 必 着  

⑵  提 出 方 法  持 参 又 は 郵 送  

  ア  持 参 す る 場 合  

    提 出 期 限 ま で（ 休 日 を 除 く 。）の 各 日 午 前 ８ 時 ３ ０ 分 か ら 午 後

４ 時 ま で に 提 出 す る こ と 。  

  イ  郵 送 す る 場 合  

    提 出 期 限 必 着 と し 、 表 面 に 「 柏 崎 市 都 市 計 画 マ ス タ ー プ ラ ン

及 び 柏 崎 市 立 地 適 正 化 計 画 見 直 し 支 援 業 務 委 託 公 募 型 プ ロ ポ ー

ザ ル 技 術 提 案 書 等 在 中 」 と 朱 書 き す る こ と 。  

 ⑶  ２ 次 審 査 提 出 書 類  

  ア  技 術 提 案 書 （ 任 意 様 式 ）  

  イ  見 積 書 （ 別 記 第 ５ 号 様 式 ）、 見 積 内 訳 書 （ 任 意 様 式 ）  

  （ ア ）  見 積 金 額 は 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 を 含 む 額 と す る こ と 。 

（ イ ）  計 画 策 定 に 向 け 、令 和 ８ 年 度（ ２ ０ ２ ６ 年 度 ）業 務 の 見

積 書 も 提 出 す る こ と 。な お 、技 術 提 案 書 に 記 載 さ れ た 内 容

に つ い て は 、提 出 さ れ た 見 積 書 の 金 額 に 追 加 費 用 を 伴 わ ず

実 施 す る 意 思 が あ る と み な す の で 留 意 す る こ と 。  

  ウ  業 務 ス ケ ジ ュ ー ル （ 任 意 様 式 ）  

（ ア ）  作 業 項 目 ご と に 実 施 ス ケ ジ ュ ー ル が 具 体 的 に 分 か る よ う

に 記 載 す る こ と 。  

（ イ ）  計 画 策 定 に 向 け 、 令 和 ８ 年 度 （ ２ ０ ２ ６ 年 度 ） 業 務 の 工

程 表 も 提 出 す る こ と 。  
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⑷  提 出 部 数  正 本 １ 部 、 副 本 ８ 部  

⑸  技 術 提 案 書 の 作 成 方 法  

技 術 提 案 書 等 の 作 成 に 当 た っ て は 、 評 価 項 目 に 照 ら し 、 極 力 簡

潔 な も の と す る と と も に 、 本 市 独 自 の 問 題 点 と 解 決 方 策 を 念 頭 に 、

「 別 表 ２ 評 価 基 準 」 に あ る 評 価 項 目 の 視 点 に 沿 っ て 、 提 案 内 容 を

分 か り や す く 具 体 的 に 記 載 す る こ と 。 ま た 、 別 紙 仕 様 書 を 基 に 積

極 的 な 提 案 を 行 う と と も に 、 令 和 ９ 年 度 （ ２ ０ ２ ７ 年 度 ） 業 務 内

容 も 併 せ て 提 案 を 行 う こ と 。  

⑹  技 術 提 案 の テ ー マ  

  技 術 提 案 を 求 め る テ ー マ は 次 の ア か ら エ の と お り と す る 。  

  ア  過 年 度 に 行 っ た 計 画 評 価 を 踏 ま え 、 計 画 見 直 し の 視 点 の 提 案  

平 成 ３ １ (２ ０ １ ９ )年 ２ 月 に 行 っ た 柏 崎 市 都 市 計 画 マ ス タ ー プ

ラ ン 中 間 年 次 に お け る 進 捗 状 況 （ H31(2019).2)及 び 令 和 ７ （ ２ ０

２ ５ ） 年 に 把 握 し た 評 価 指 標 等 を 踏 ま え 、 計 画 見 直 し の 基 本 的 な

視 点 に つ い て の 提 案 。  

な お 、 過 年 度 に 行 っ た 評 価 資 料 に つ い て は 、 ９  参 加 資 格 審 査

及 び １ 次 審 査 の 結 果 通 知 の 際 に 合 わ せ て デ ー タ を 送 付 す る 。  

  イ  都 市 計 画 マ ス タ ー プ ラ ン の 見 直 し 方 策  

   人 口 減 少 及 び 都 市 基 盤 の 老 朽 化 等 に よ り 、 都 市 の 維 持 管 理 が 重

要 と な る 中 で 、 持 続 可 能 な 都 市 経 営 の 視 点 か ら 都 市 計 画 マ ス タ ー

プ ラ ン の あ り 方 と 、 そ の 具 体 的 な 見 直 し 方 策 に つ い て の 提 案 。  

  ウ  立 地 適 正 化 計 画 に お け る 都 市 機 能 ・ 居 住 誘 導 施 策  

   都 市 機 能 誘 導 区 域 へ の 誘 導 施 設 の 立 地 及 び 居 住 誘 導 区 域 へ の 居

住 誘 導 を 促 進 す る た め の 施 策 の あ り 方 に つ い て の 提 案 。  

  エ  計 画 の 実 行 性 を 高 め る た め の 方 法  

   市 民 ・ 事 業 者 に 対 し て 計 画 内 容 を わ か り や す く 伝 え る 周 知 ・ 方

向 手 法 、 行 動 変 容 や 民 間 投 資 に つ な げ る た め の 周 知 ・ 広 報 手 法 な

ど 、 計 画 書 の 構 成 や デ ザ イ ン の 工 夫 等 に つ い て の 提 案 。  

⑺  技 術 提 案 書 の 様 式 （ 指 定 の あ る も の 以 外 は 、 任 意 と す る 。）  

 

用 紙 の サ イ ズ 等  日 本 工 業 規 格 「 Ａ ４ 判 」 を 基 本 と し 、 左 綴
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り と す る （「 Ａ ３ 判 」 を し よ う す る 場 合 は 、

折 綴 り ）。 ⑶ の ア ～ ウ の 順 で 綴 じ 込 み 、 イ ン

デ ッ ク ス 等 の 見 出 し を 付 す る こ と 。  

技 術 提 案 書 は 表 紙 、 目 次 を 除 き 、 両 面 印 刷

と し 、 ２ ０ ペ ー ジ 以 内 と す る こ と 。 印 刷 の

色 は カ ラ ー 、 白 黒 を 問 わ な い 。  

フ ォ ン ト  １ ０ ． ５ ポ イ ン ト 以 上 。 書 体 は 、 任 意 と す

る 。  

言 語 、 通 貨 及 び

単 位  

日 本 語 及 び 日 本 円 、 日 本 の 標 準 時 及 び 計 量

法 （ 平 成 ４ 年 法 律 第 ５ １ 号 ） に 定 め る 単 位

と す る 。  

そ の 他  文 書 を 補 完 す る た め の 写 真 、 イ ラ ス ト 、 イ

メ ー ジ 等 を 使 用 す る こ と が で き る 。  

技 術 提 案 書 の 各 ペ ー ジ に は 、 会 社 名 、 商 標

等 企 業 名 が 特 定 で き る 情 報 は 、 記 載 し な い

こ と 。  

1 0 ２ 次 審 査 （ 技 術 提 案 書 等 の 審 査 等 ）  

提 出 さ れ た 技 術 提 案 書 等 の 審 査 等 は 、 選 定 委 員 会 に お い て 、 次 の

と お り 行 う 。  

 ⑴  評 価 基 準  別 表 ２ 評 価 基 準 の と お り  

 ⑵  評 価 方 法  

  ア  プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン （ ヒ ア リ ン グ ）  

全 提 案 者 に プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン （ ヒ ア リ ン グ ） を 実 施 す る 。  

  イ  技 術 提 案 書 等 の 審 査  

提 出 さ れ た 技 術 提 案 書 等 及 び プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン （ ヒ ア リ ン

グ ） の 内 容 を 前 号 の 評 価 基 準 に 基 づ き 、 選 定 委 員 会 の 各 委 員 が

審 査 等 を 行 う 。  

11 受 託 候 補 者 の 特 定  

選 定 委 員 会 に お い て 、 審 査 等 を 実 施 し た 結 果 、 各 委 員 に よ る 評 価

点 の 合 計 が 最 高 で あ る 者 を 受 託 候 補 者 と し て 特 定 す る 。  

た だ し 、 本 プ ロ ポ ー ザ ル に お け る 要 求 水 準 （ 得 点 率 ６ ０ ％ ） を 満

た す 提 案 が な か っ た 場 合 に は 、 受 託 候 補 者 及 び 優 秀 提 案 者 の 特 定 は
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行 わ な い 。 各 委 員 に よ る 評 価 点 の 合 計 が 最 高 で あ る 者 が 複 数 い る 場

合 は 、 各 委 員 に よ る 無 記 名 の 選 考 投 票 で 過 半 数 を 超 え た 者 を 受 託 候

補 者 と す る 。  

1 2 審 査 等 の 結 果 通 知  

選 定 委 員 会 に お い て 、 技 術 提 案 書 等 の 審 査 等 を 行 っ た 結 果 は 、 全

提 案 者 に 通 知 す る 。  

1 3 提 案 資 格 の 喪 失 等  

技 術 提 案 書 等 の 提 出 を 求 め た 者 が そ の 後 、 次 に 掲 げ る い ず れ か に

該 当 す る こ と と な っ た 場 合 は 、 本 プ ロ ポ ー ザ ル の 参 加 資 格 を 失 う こ

と と な る 。 ま た 、 既 に 技 術 提 案 書 等 を 提 出 し て い る 場 合 に は 、 当 該

技 術 提 案 書 等 は 無 効 と す る 。  

 ⑴  ２ で 示 す 参 加 資 格 を 満 た さ な い こ と と な っ た 場 合  

⑵  提 出 し た 書 類 に 虚 偽 の 内 容 を 記 載 し た 場 合  

⑶  技 術 提 案 書 等 が 提 出 期 限 を 経 過 し て 提 出 さ れ た 場 合  

⑷  ９ ⑵ で 示 す 以 外 の 方 法 で 技 術 提 案 書 等 を 提 出 し た 場 合  

⑸  本 プ ロ ポ ー ザ ル の 関 係 者 に 故 意 に 接 触 を 求 め た 場 合  

⑹  本 プ ロ ポ ー ザ ル の 公 平 性 を 害 す る 行 為 が あ っ た 場 合  

1 4 契 約 の 締 結  

契 約 書 を 取 り 交 わ す も の と し 、 受 託 候 補 者 と の 間 で 調 整 を 行 い 、

協 議 が 調 っ た 場 合 に 契 約 を 締 結 す る 。 契 約 締 結 に 要 す る 費 用 は 、 受

託 者 の 負 担 と す る 。  

な お 、 受 託 候 補 者 と の 間 で 協 議 が 調 わ な か っ た 場 合 、 次 点 の 参 加

者 を 受 託 候 補 者 と し 、 必 要 な 協 議 を 行 う 。  

1 5 そ の 他  

⑴  参 加 意 向 申 出 書 の ほ か 、 本 プ ロ ポ ー ザ ル に 係 る 一 切 の 費 用 は 、

参 加 者 の 負 担 と す る 。  

⑵  提 出 さ れ た 書 類 及 び 技 術 提 案 書 等 は 、 返 却 し な い 。  

⑶  本 市 が 必 要 と 認 め る 場 合 は 、 提 出 さ れ た 技 術 提 案 書 等 を 無 償 で

使 用 で き る こ と と す る 。 た だ し 、 使 用 に 当 た っ て は 、 提 案 者 の 承

諾 を 要 す 。  

⑷  参 加 者 が ２ 者 の 場 合 、 本 プ ロ ポ ー ザ ル 終 了 後 の 結 果 公 表 に お い

て 、 次 順 位 者 の 得 点 は 、 公 表 し な い 。  
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⑸  提 出 を 要 請 し た 必 要 書 類 以 外 の も の は 、一 切 受 理 し な い 。ま た 、

提 出 後 の 差 し 替 え 又 は 記 載 内 容 の 変 更 は 、 認 め な い 。  

⑹  こ の 公 告 に 定 め の な い 事 項 に つ い て は 、 新 潟 県 柏 崎 市 プ ロ ポ ー

ザ ル 方 式 実 施 取 扱 要 綱 、 新 潟 県 柏 崎 市 財 務 規 則 （ 平 成 １ ６ 年 規 則

第 ５ 号 ）等 の 関 連 す る 法 令 、規 則 及 び 通 知 の 定 め る と こ ろ に よ る 。  

⑺  こ の 公 告 に 定 め る も の の ほ か は 、選 定 委 員 会 に お い て 決 定 す る 。 



(別表１）評価基準【１次審査】

A　参加意向申出者の経験及び能力に関する事項
判断基準 配点

専
門
技
術
力

業
務
実
績

過去５年間の同種又は類似業務の実績を次の順位で評価する。
ア：令和３年度（２０２１年度）以降の同種業務実績件数
イ：令和３年度（２０２１年度）以降の類似業務実績件数

※都市計画マスタープラン、立地適正化計画に関する業務実績があ
れば１点加点する。
※柏崎市内における業務実績があればさらに１点加点する。
※同一地方公共団体との複数年契約は１件としてカウントする。

最大6点

情
報
収
集
力

地
域
精
通
度

地域精通度を次の順で評価する。
①事業所が市内支店、県内本店である。
②事業所が県内支店である。
③上記に該当しない場合加点しない。

3

資
格
要
件

技
術
者
資
格
等

管理技術者の資格を次の順で評価する。
①技術士（総合技術監理部門又は建設部門：都市及び地方計画）
②RCCM（都市計画及び地方計画）

3

専
門
技
術
力

業
務
実
績

過去５年間の同種又は類似業務の実績を次の順位で評価する。
ア：令和３年度（２０２１年度）以降の同種業務実績件数
イ：令和３年度（２０２１年度）以降の類似業務実績件数

※都市計画マスタープラン、立地適正化計画に関する業務実績があ
れば１点加点する。
※柏崎市内における業務実績があればさらに１点加点する。
※同一地方公共団体との複数年契約は１件としてカウントする。
※業務実績には、照査技術者として従事した業務は除く。

最大6点

配置予定照査
技術者の経験
及び能力

資
格
要
件

技
術
者
資
格
等

照査技術者の資格を次の順で評価する。
①技術士（総合技術監理部門又は建設部門：都市及び地方計画）
②RCCM（都市計画及び地方計画）

3

資
格
要
件

技
術
者
資
格
等

配置予定主たる担当技術者の資格を次の順で評価する。
①技術士（総合技術監理部門又は建設部門：都市及び地方計画）
②RCCM（都市計画及び地方計画）

3

専
門
技
術
力

業
務
実
績

過去５年間の同種又は類似業務の実績を次の順位で評価する。
ア：令和３年度（２０２１年度）以降の同種業務実績件数
イ：令和３年度（２０２１年度）以降の類似業務実績件数

※都市計画マスタープラン、立地適正化計画に関する業務実績があ
れば１点加点する。
※柏崎市内における業務実績があればさらに１点加点する。
※同一地方公共団体との複数年契約は１件としてカウントする。
※業務実績には、照査技術者として従事した業務は除く。

最大6点

人員配置や体制など 5

合計３５点

評価項目

配置予定主た
る担当技術者
の経験及び能
力

実施体制

参加意向申出
者の経験及び
能力

配置予定管理
技術者の経験
及び能力



(別表２）評価基準【２次審査】

B　プレゼンテーション（ヒアリング）に関する事項

評価項目 着目点 判断基準
配点

（加重倍率）

的確性
地域特性等との整合性が高いか。
着眼点、問題点、問題解決方法等の内容
が優れているか。

5

実現性
提案の内容を裏付ける類似実績等が明示
されているか。
提案内容に説得力があり実現性があるか。

5
（×1.5倍）

的確性
地域特性等との整合性が高いか。
着眼点、問題点、問題解決方法等の内容
が優れているか。

5

実現性
提案の内容を裏付ける類似実績等が明示
されているか。
提案内容に説得力があり実現性があるか。

5
（×1.5倍）

的確性
地域特性等との整合性が高いか。
着眼点、問題点、問題解決方法等の内容
が優れているか。

5

実現性
提案の内容を裏付ける類似実績等が明示
されているか。
提案内容に説得力があり実現性があるか。

5
（×1.5倍）

的確性
地域特性等との整合性が高いか。
着眼点、問題点、問題解決方法等の内容
が優れているか。

5

実現性
提案の内容を裏付ける類似実績等が明示
されているか。
提案内容に説得力があり実現性があるか。

5
（×1.5倍）

資料作成能力
提案資料はわかりやすく、説得力がある
か。
質疑に対して的確な対応ができるか。

5

提案意欲 業務に取り組む積極性が感じられるか。 5
（×1.5倍）

C　業務スケジュール　

 業務スケジュール 妥当性
業務実施スケジュールが妥当であり、
確実な業務の遂行が見込まれるか。

5
（×1.5倍）

D　価格に関する事項

価格点 - 業務提案価格の評価 30

合計１００点

プレゼンテーションに対する姿勢

テーマ１【過年度に行った計画評価を踏ま
え、計画見直しの視点の提案】
平成３１(２０１９)年２月に行った柏崎市都
市計画マスタープラン中間年次における
進捗状況（H31(2019).2)及び令和７（２０２
５）年に把握した評価指標等を踏まえ、計
画見直しの基本的な視点についての提
案。

テーマ２【都市計画マスタープランの見直
し方策】
　人口減少及び都市基盤の老朽化等によ
り、都市の維持管理が重要となる中で、持
続可能な都市経営の視点から都市計画
マスタープランのあり方と、その具体的な
見直し方策についての提案。

テーマ３【立地適正化計画における都市
機能・居住誘導施策】
都市機能誘導区域への誘導施設の立地
及び居住誘導区域への居住誘導を促進
するための施策のあり方についての提
案。

テーマ４【計画の実行性を高めるための
方法】
市民・事業者に対して計画内容をわかり
やすく伝える周知・方向手法、行動変容や
民間投資につなげるための周知・広報手
法など、計画書の構成やデザインの工夫
等についての提案。


